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h

f

戸
数
割
に
於
け
る
調
整
の
必
要
(
一
戸
数
割
地
方
問
分
の
現
状
A
一
戸
数
割
の
続
賞
と
其
原
則
上
回
地
位
庄
原
則
に
劃
す
る
例
外
的
の
賀

(

(

 

〉

)

)

i

)

開
規
患
い
所
得
税
λ
戸
販
制
二
戸
販
制
白
地
方
配
分
上
の
不
都
合
と
其
調
態
白
必
要
何
人
と
物
と
の
離
反
よ
り
来
る
不
都
合
作
財
政
牧
入
上
回

/
。
、
-
/
也
、
/
刷
、

、J
，

、

、

，

J

、I
F
d

、ノ

困
難
ろ
人
民
責
措
上
白
困
難
は
地
方
聞
の
不
均
衡
B
i
数
多
目
構
戸
よ
り
来
る
不
都
合
い
住
所
た
る
構
戸
閣
憶
が
過
賞
な
る
間
賞
に
輿
か
る
こ
と

rz

、

，

，

、

，

a

ι

1

r

，‘、

、，ノ

ω其
過
大
醜
官
に
輿
か
る
訪

ω其
過
小
間
賞
に
奥
か
る
場
合
ろ
単
な
る
構
戸
の
鴛
め
に
部
分
に
甚
し
奇
差
異
を
生
ず
る
こ
と
は
分
別
し
難
寺
所

f
e

、

得
の
均
分
の
不
穏
営
叫
標
準
所
得
な
き
構
戸
地
を
生
ず
る
こ
と
)

〆・、

第
二
段
霊
割
調
整
白
方
策
?
と
物
と
白
離
反
よ
り
来
る
不
都
合
に
艶

Z
救
済
策
判
一
構
戸
な
膏
不
在
財
源
地
方
閣
健
に
て
何
構
戸
地
方

I
J

、y
，

、

，

J

園
檀
に
で
二
数
多
目
一
構
戸
よ
り
来
る
不
都
合
の
救
消
策
A

不
遡
嘗
な
る
分
間
方
法
い
住
所
た
る
戸
に
偏
重
す
る
方
法
ろ
木
籍
の
あ
る
戸
に
重
曹

，t
、

，

4
1

、

f

、
、，J

を
置
〈
方
法
は
滞
在
白
長
き
戸
に
偏
重
し
又
は
滞
在
白
長
さ
に
臆
ピ
で
分
配
す
る
方
法
に
戸
所
在
地
の
所
得
を
其
地
方
の
所
得
と
す
る
方
法

，

，

、

，

，

、

同
分
別
難
白
所
得
を
毅
戸
に
均
分
ナ
る
方
法
問
遁
嘗
な
る
方
法
)

rs

、

結
論
〈
全
女
白
要
因
回
)

第

段

緒

1=1 

由
来
、
我
邦
に
は
戸
敷
割
芯
い
ふ
濁
特
な
る
地
方
税
が
あ
り
、
実
性
質
が
人
種
か
物
税
か
に
守
が
あ
っ
て
、
之



を
物
税
だ
さ
い
ふ
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
は
之
を
人
税

rさ
錯
し
、
立
法
者
も
亦
た
此
趣
旨
に
て
制
定
し
た

こ
ご
を
疑
は
な
い
。
然
る
に
既
仁
之
を
人
税
さ
認
む
る
さ
き
仁
は
、
其
は
本
来
、
各
人
(
又
は
精
密
仁
い
ふ
さ
各

家
族
)

に
就
い
て
、
業
主
た
る
一
の
往
蕗
に
就
い
て
其
金
き
能
力
を
押
さ
へ
て
統
一
的
に
綜
合
的
に
課
税
す
べ
き

も
の
で
あ
り
、
随
ふ
て
は
財
源
地
、
乃
豆
、
第
二
第
三
の
住
居
底
に
て
は
課
税
す
ぺ
き
も
の
で
な
い
ぜ
い
ふ
こ
さ

に
な
る
(
詮
一
)
。
併
し
之
を
貫
徹
す
る
さ
き
に
は
財
源
地
方
闇
韓
、
第
二
以
下
の
住
居
慮
地
方
図
瞳
じ
て
財
政
上
困

難
を
京
市
た
す
さ
い
ふ
こ
さ
が
め
り
、
且
つ
第
一
住
慮
圏
瞳
さ
業
他
の
聞
係
闇
韓
ご
の
聞
の
税
収
入
源
の
分
配
に
於

ピ
不
公
平
ど
も
溜
め
ら
る
、
も
も
の
が
あ
る
の
で
、
慨
に
税
邦
法
制
じ
て
も
成
度
ま
で
所
得
税
附
加
税
に
つ
き
及
戸

数
割
に
つ
き
閥
係
地
方
圏
障
を
し
て
奉
加
せ
し
む
る
の
塗
を
聞
い
て
居
h
，
、
特
に
、
戸
数
割
に
て
は
住
所
を
標
準

さ
せ
守
し
て
、
構
戸
を
標
準
さ
し
て
各
別
に
課
税
す
る
か
ら
(
所
得
税
に
て
は
住
所
、
つ
ま
り
主
化
る
住
所
を
標

準
ご
す
)
、
悲
に
は
構
戸
の
闘
す
る
限
b
、
第
一
一
、
第
三
の
住
帰
所
に
で
も
課
税
の
可
能
性
が
存
す
る
。
併
し
構
戸

な
き
も
財
源
の
存
す
る
地
方
圏
瞳
に
て
は
之
に
盗
加
の
し
や
う
な
き
こ
ど
に
倫
ほ
不
都
合
が
あ
り
、
そ
し
て
第
二

第
三
の
住
居
所
地
方
圃
瞳
の
参
加
は
あ
っ
て
も
、
第
一
住
所
地
さ
の
聞
に
宵
若
干
の
不
均
衡
が
あ
っ
て
、
業
底
に

も
苦
情
が
あ
る
。
之
等
を
考
慮
し
て
、
之
を
も
っ
ご
合
理
的
ご
す
る
こ
さ
が
我
邦
地
方
税
じ
つ
い

τの
一
の
胡
要

な
る
問
題
ご
考
へ
ら
る
、
の
で
、
在
は
敢
て
之

4

に
つ
い
て
の
研
究
を
試
み
、
営
局
者
に
牽
考
の
資
料
を
供
し
ゃ
う

J

こ
思
ふ
。Z品
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第

f虎

ムノ、

(
註
一
)

人
税
は
住
所
に
て
と
い
ふ
こ
と
が
、

一
白
謀
稔
の
理
想
と
し
て
康
〈
認
め

b
れ
て
居
る
所
で
あ
る
。
セ
リ

r
マ
y
が
、
住
所
が
純
人
税

に
で
は
主
要
決
定
力
と
し
て
盆
宇
多
〈
認
め
、
b
れ
つ

L

あ
り
と
鴛
し
)
ナ
ユ
ル
ヒ
ア
ー
が
、
人
税
は
常
然
に
唯
だ
人
的
住
所
に
の
み
、
家
計
枕

は
一
様
に
、
人
的
住
所
忙
引
か
る
与
を
得
と
免
し
、
彼
の
重
複
課
税
排
除
の
鴛
め
の
提
案
に
で
も
、
家
計
稔
は
家
計
白
行
は
る
ふ
所
に
て
課
せ

b
る
べ
き
も
の
と
し
て
居
る
白
は
、
何
れ
も
其
あ
る
が
故
で
あ
る
。
宵
又
、
ス
タ
ン
プ
が
、
各
国
は
各
圏
内
よ
り
生
ず
る
英
同
住
民
の
所
得
に

は
根
源
枕
と
住
民
税
と
を
課
し
、
外
国
よ
り
得
、
b
る
ふ
所
得
に
は
、
住
民
税
を
諜
し
、
外
舗
に
出
で
行
〈
所
得
に
は
根
源
税
を
課
す
ベ
〈
、
某

結
果
は
、
税
率
に
於
け
る
小
さ
な
差
別
を
別
と
し
て
、
重
複
課
税
な
き
こ
と
に
な
ら
う
と
い
ふ
の
も
、
う
ま
り
同
一
に
婦
ず
る
。

保1i

E究

戸
数
割
に
於
け
る
調
整
の
必
要

↓
戸
数
割
の
地
方
配
分
の
現
肢

小
山
戸
数
割
の
稜
質
三
葉
原
則
上
の
地
位

li戸
数
割
は
往
々
に
し
て
車
純
に
物
税
さ
せ
ら
れ
、
往
々
に
し
て
は

物
税
に
し
て
人
積
を
粂
両
さ
も
せ
ら
れ
る
が
、
併
し
元
来
此
は
人
税
ざ
し
て
認
む
〈
く
、
此
賠
に
於
て
所
得
税
さ

税
質
を
同
じ
く
し
、
随
っ
て
義
務
者
の
人
を
中
心
ざ
し
、
之
に
就
き
、
実
の
金
き
給
付
能
力
を
押
へ
て
、
之
仁
遁

営
な
る
課
税
を
錯
す
ぺ
き
も
の
で
あ
b
、
随
っ
て
又
、
或
人
に
就
い
て
は
原
則
上
、
統
一
的
、
綜
合
的
に
、

主且

税
期
間
内
に
唯
一
回
(
納
期
を
分
け
る
の
を
排
す
る
の
で
は
な
い
て

一
定
所
に
於
て
課
税
さ
る
、
こ
さ
、
な
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。

向
原
則
に
劃
す
る
例
外
的
の
賓
際
規
定
|
|
原
則
上
じ
於
け
る
戸
数
割
の
課
税
方
法
は
前
じ
い
ふ
や

i
に
、
統

Seligrnan， Double taxation and international fiscal cooperation. p. 168. Z.urcher， 
Verbot der Doppelbesteuerung. S. 103. 131. Stamp， Ti1e fundamental prin-
ciples of taxation. p. 125・

拙著、租税肝究、十巻、 328以下。2) 



一
的
綜
合
的
に
課
税
さ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
賓
際
に
な
る
ご
、
多
少
の
例
外
を
設
く
る
の
外
な
き
こ

さ
に
な
る
。
其
は
濁
h
ノ
戸
数
割
の
み
の
こ
さ
で
は
な
く
、
同
格
税
党
る
所
得
税
に
て
も
同
じ
で
あ
る
。

け
所
得
税
|
|
に
於
て
、
随
っ
て
其
所
得
税
附
加
現
に
於
て
、
夫
の
原
則
の
貫
か
れ
て
居
ら
ぬ
事
は
、
先
づ

本
税
た
る
我
圃
所
得
税
に
於
け
る
第
二
種
所
得
税
は
明
か
に
、
物
税
的
の
む
の
で
あ
り
、
綜
合
課
税
た
る
第
三
種

所
得
税
の
例
外
を
成
し
て
居
る
。
第
一
種
所
持
税
仏
、
怯
人
を
濁
立
人
格
さ
見
て
の
人
税
的
の
も
の
ご
も
い
は
れ

得
る
げ
れ
J
T

」
も
、
此
に
ち
多
少
、
箇
人
が
法
人
に
投
資
し
た
其
根
源
に
就
い
て
、
筒
人
を
課
税
す
る
代
り
に
共
に

課
税
す
ゐ
ぜ
い
ふ
意
味
の
め
ゐ

rけ
じ
て
は
、
止
人
脹
h
物
税
的
の
も
の
で
あ
り
、
第
一
一
一
種
の
綜
合
的
な
る
人
税
の

例
外
さ
も
見
ら
れ
る
。
我
園
地
方
の
所
得
税
附
加
積
は
第
二
種
に
は
か
、
ら
中
、
第
一
種
さ
第
三
種
ご
に
の
み
か

、
る
が
、
其
第
一
種
の
本
粧
が
前
に
い
ふ
如
く
で
あ
る
さ
、
既
に
此
に
原
則
に
封
す
る
例
外
的
の
意
味
が
あ
り
、

そ
し
て
第
三
種
の
綜
合
人
税
に
封
す
る
地
方
附
加
積
も
が
、
貫
一
は
完
全
に
綜
合
人
税
た
る
二
さ
が
出
来
令
、
本
税

よ
り
も
一
層
に
不
完
全
に
な
り
、
新
し
き
例
外
を
有
っ
こ
さ
に
な
っ
て
居
る
。
即
も
或
人
の
金
き
第
三
積
所
得
を

業
住
所
に
就
い
て
課
せ
や
、
住
所
地
以
外
の
地
に
あ
る
土
地
家
屋
物
件
及
替
業
よ
り
の
所
得
は
之
を
除
い
て
業
外

の
も
の
に
課
し
、
英
れ
は
其
所
在
地
た
る
地
方
圏
瞳
じ
て
課
す
る
こ
さ
に
な
る
。
つ
去
り
所
得
税
及
英
附
加
税
は

税
質
は
人
税
で
あ
り
、
人
に
就
き
綜
合
統
一
的
に
課
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
賓
際
に
は
若
干
の
所
得
に

っ
き
例
外
を
設
げ
、
特
に
物
税
的
に
課
税
し
て
居
る
の
で
ゐ
る
〈
註
ニ
〉
。

Z歯
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第
三
十
一
審

八.

第

競

議

戸
数
割
に
於
け
る
調
整

i¥. 

(
健
二
)

本
枕
所
得
税
に
於
け
る
第
二
種
所
得
枕
の
例
外
的
慮
置
は
、
課
枕
便
宜
に
出
で
居
る
が
、
地
方
附
加
税
に
於
け
る
土
地
家
屋
物
件
及
替

業
よ
り
の
所
得
の
例
外
的
廃
置
は
、
重
複
謀
税
排
除
白
趣
旨
も
あ

p
、
且
ワ
は
此
等
の
課
税
物
件
白
木
質
が
む
し
ろ
持
主
の
如
何
に
拘
ら
ず
、

所
在
地
と
離
る
べ
か

b
ざ
る
関
係
に
あ
る
の
に
屯
出
て
居
る
。
そ
し
て
此
事
は
他
闘
に
も
例
は
多
い
。
リ
1
エ
マ

y
院
、
住
居
闘
に
て
直
接
税

を
諜
ナ
る
と
い
ふ
原
則
は
、
む
し
ろ
賓
際
白
歯
際
協
定
で
も
諸
君
の
制
限
を
受
く
る
。
そ
し
て
夫
が
不
動
産
所
得
及
轡
業
所
得
の
課
税
に
現
は

る
と
い
ふ
て
居
る
が
、
田
明
逸
内
に
て
も
、
持
に
補
遺
帝
圃
泊
先
掘
と
な
れ
る
北
獅
聯
邦
が
一
八
七
八
年
法
に
よ

p
て
.
重
複
課
税
を
排
除
し
宇

う
と
し
て
、
濁
逸
人
は
某
住
所
の
あ
る
文
分
邦
に
て
の
与
直
接
国
税
を
諜
せ
b
れ
、
併
し
土
地
轡
業
及
此
源
よ
り
の
所
得
は
唯
だ
其
所
在
地
た

る
支
分
邦
よ
り
し
て
課
せ
、
b
る
L

こ
と
与
し
た
。
そ
し
て
猫
逸
に
で
一
九

O
九
年
以
来
、
不
動
産
及
棒
業
の
所
得
に
閥
せ
古
る
だ
け
に
で
は
、

隣
っ
て
資
本
利
子
に
つ
い
て
も
、
利
符
を
生
ず
る
職
業
の
所
得
に
つ
い
て
も
、
賦
課
岡
税
の
錫
め
に
は
婿
連
人
の
住
居
が
横
準
と
な
っ
で
居
る

端
西
に
於
て
も
、
住
所
原
則
が
純
粋
に
は
行
は
れ
な
い
で
、
不
動
産
及
替
業
に
づ
き
所
在
地
主
義
が
行
は
る
。
ナ
コ
丸
ヒ
ア
!
の
提
業
M
L

て
も

不
動
産
及
棒
業
及
其
等
白
所
得
の
税
は
、
所
在
地
に
で
、
併
し
其
他
白
財
産
及
所
得
は
住
所
地
に
で
課
さ
う
と
い
ふ
に
あ
う
た
、

ろ
戸
数
割
|
|
に
で
も
原
則
ご
し
て
は
、
人
税
ご
し
て
人
の
主
た
る
住
所
じ
て
統
一
的
綜
合
的
に
課
税
せ
ら

る
、
こ
さ
に
な
る
け
れ
ど
も
、
併
し
此
に
で
も
矢
振
り
例
外
的
な
る
分
割
課
税
が
生
や
る
。
既
に
此
に
あ
り
て
は

構
戸
(
又
は
濁
立
生
計
)
に
就
き
て
課
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
或
人
が
敷
多
の
戸
を
構
ふ
る
以
上
は
、
彼
は
一
人
に

し
て
敷
多
の
戸
数
割
を
納
め
る
こ
芝
、
も
な
り
得
る
。

そ
し
て
業
標
準
さ
な
る
所
得
ざ
し
て
は
問
其
人
が
其
戸
数

割
を
課
せ
ら
る
、
地
方
(
市
町
村
)
内
仁
於
げ
る
所
得
を
有
す
る
ヨ
き
は
、
業
所
得
は

(
此
は
土
地
家
屋
物
件
管
業

、

、

、

.

、

、

、

、

よ
り
の
に
限
ら
ぬ
。
葉
地
に
於
げ
る
所
得
ざ
い
ひ
得
る
だ
け
に
て
は
、
例
之
、
其
地
に
て
行
は
る
、
職
業
、
勤
務

其
地
限
、
り
の
貸
金
預
金
利
子
よ
り
の
所
得
を
も
合
h
u
)

之
を
其
地
に
於
げ
る
標
準
ざ
し
、
聞
い
戸
数
割
を
納
む
る
市

Riebe皿 ano，D~e jnternationale Doppelbesteuerl.lng. s. 7'7.78岨 Sch墨田e，Stellern. 
A. T. S. 245. L c tz， Fw. S. 275-276. Speiser， Verbot der Doppelbestel1erung 
S. 10. Zurcher， a. a. O. S. 130[~3 I. 
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町
村
以
外
の
地
(
所
得
税
附
加
税
が
行
は
れ
る
矯
め
に
戸
数
割
が
行
は
れ
や
其
の
矯
め
彼
が
其
蕗
に
戸
を
構
ふ
る

に
拘
ら
す
戸
数
割
を
納
め
る
こ
さ
、
な
ら
ぎ
る
地
、
さ
.
彼
が
所
得
を
有
す
れ
ど
も
戸
を
構
へ
ぎ
る
矯
め
じ
戸
数

割
を
納
め
ゴ
る
地
さ
、
全
く
戸
数
割
が
行
は
れ
や
戸
の
有
無
じ
拘
ら
や
戸
数
割
を
納
め
る
こ
ご
、
な
ら
ざ
る
外
国

の
如
き
ご
あ
る
)
か
ら
の
所
得
な
有
っ
さ
き
は
、
其
は
輩
に
住
所
地
た
ゐ
市
町
村
に
於
け
ゐ
所
得
ぜ
着
倣
し
(
住

所
た
ら

Y
る
戸
の
所
在
地
は
奥
ら
や
)
、
例
分
別
し
難
き
所
得
(
益
債
枇
債
株
券
等
、
有
償
讃
券
よ

h
の
所
得
は
大

抵
之
に
属
す
り
替
業
所
を
一
定
せ
ざ
る
巡
回
管
業
よ
り
の
も
之
に
入
る
。
銀
行
預
金
の
利
子
が
此
に
入
る
か
は
問

題
で
あ
る
が
、
此
な
ピ
は
戒
地
じ
於
け
る
銀
行
の
預
金
よ
り
の
所
特
ぜ
し
て
、
此
じ
入
れ
ぬ
一
九
良
か
ら
う
)
は
、

或
人
の
戸
の
存
す
る
市
町
村
の
聞
に
平
分
し
て
、
其
一
部
づ
、
ャ
其
々
の
地
に
於
げ
る
標
準
ざ
す
る
。
此

h
H
r
げ

の
事
が
規
定
さ
れ
て
居
る
。

二
戸
数
割
の
地
方
配
分
上
の
不
都
合
さ
其
調
整
の
必
要

小
川
人
ご
物
さ
の
離
反
よ
ち
来
る
不
都
合
|
|
前
に
い
ふ
や
う
じ
戸
数
割
が
其
一
枕
質
上
、
構
戸
に
事
き
て
人
の
会

能
力
を
掴
な
も
の
で
あ
る
が
潟
め
に
、
近
代
の
如
く
移
轄
住
居
が
自
由
で
あ
り
而
か
も
或
地
方
特
仁
都
曾
、
就
中

大
都
曾
の
如
く
、
生
活
に
於
り
る
誘
惑
の
多
き
慮
の
存
す
る
に
於
て
、
人
々
は
相
率
ゐ
て
大
都
市
に
集
ま
b
、
住

居
又
は
構
戸
を
大
都
市
に
持
つ
も
の
が
多
く
な
り
(
註
三
〉
o
随
ふ
て
土
地
家
屋
替
業
等
の
所
在
地
に
、
其
持
主
の
構

戸
な
き
現
象
が
生
、
?
る
に
至
り
て
、
却
も
持
主
の
不
在
な
る
財
源
の
多
く
生
守
る
に
歪
b
て
、
財
源
所
在
地
方
に

!論
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於
て
困
難
な
る
事
情
が
費
生
す
る
の
で
あ
る
。

(
佳
一
品
)

セ

P
グ
マ

y
に
依
る
と
、
米
岡
に
て
も
富
者
四
大
都
曾
集
中
が
生
じ
、
米
国
全
慢
の
個
人
所
得
税
の
三
分
一
以
上
は
組
育
に
て
排
は
れ

組
育
の
宮
め
る
住
民
が
、
此
周
財
産
の
大
部
分
を
所
有
し
、
親
育
に
て
受
取
ら
る
与
所
得
は
国
外
の
源
か
ら
大
な
度
に
で
受
取
ら
る
L

と
い
ん

が
、
我
邦
に
で
も
昭
和
三
年
度
の
所
得
税
統
計
に
依
る
と
、
東
京
は
第
三
積
所
得
税
に
つ
き
会
闘
の
二
割
八
分
以
上
を
占
め
て
居
る
。
(
一
一
一

宵
高
圏
中
、
ニ
一
て
百
高
岡
)

い
財
政
牧
入
上
の
悶
難
|
|
前
に
い
ふ
や
う
に
財
源
所
在
地
方
に
於
て
は
、
業
持
主
が
他
の
地
方
に
構
戸
し

居
る
場
合
に
、
之
に
は
物
税
を
謀
す
る
こ
芯
は
出
来
る
げ
れ
ど
も
、
戸
数
割
セ
謀
し
得
や
ご
め
り
て
は
、
財
政
よ

大
に
困
ら
な
く
て
は
な
ら
向
。
特
に
圃
家
財
政
だ
さ
般
令
、
人
税
に
て
牧
入
が
得
ら
れ
?
さ
も
、
消
費
税
乞
い
ふ

有
力
な
牧
入
が
ゐ
る
か
ら
牧
入
上
さ
ま
で
刷
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
地
方
に
て
は
此
の
如
き
も
の
を
有
た
守
、
有
っ
て

ち
少
し
か
有
た
や
、
何
ざ
し
て
も
直
接
穂
に
て
主
党
る
肱
入
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
慮
で
は
大
に
国
主
註
四
)
。
而

か
も
特
に
回
合
の
村
落
の
如
き
に
な
る
三
、
管
業
は
殆
ん
J

」
な
く
・
家
屋
ざ
て
貧
弱
粗
末
な
も
の
ば
か
り
・
唯
一

の
財
源
は
田
畑
だ
が
、
業
地
租
の
附
加
穂
だ
け
で
は
此
に
も
制
限
が
あ
っ
て
其
を
超
ゆ
る
こ
ぎ
は
な
ら
や
、
勢
ひ

不
公
卒
ぜ
は
知
・
り
つ
、
も
‘
比
較
的
法
定
地
債
の
低
き
山
林
仁
就
い
て
多
く
の
般
入
を
翠
ぐ
る
清
め
、
段
別
割
ご

い
ふ
や
う
な
も
の
ま
で
も
取
り
、
或
は
貧
乏
人
い
ぢ
め
の
戸
数
割
を
重
課
す
る
こ
ぜ
に
な
る
の
で
、
何
さ
か
不
在

の
持
主
じ
も
準
戸
数
割
を
謀
す
る
の
迭
を
聞
か
な
げ
れ
ば
な
ら
ね
必
要
に
遁
ら
れ
る
主
主
。

〈
註
四
)

セ

F
グ
マ
ン
は
、
輸
出
且
枕
は
中
央
政
府
に
て
は
現
に
多
〈
行
は
れ
、

E
つ
嬬
護
ナ
ベ
奇
も
の
だ
が
、
英
の
地
方
、
及
各
邦
白
目
的
の
匁
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め
の
使
命
は
到
る
虞
に
、
狭
壱
範
園
に
限
、
b
る
L

こ
と
に
傾
〈
と
い
ふ
。

〈
註
五
)

シ
ェ
フ
レ

1
位
、
人
税
は
外
国
に
住
居
ナ
る
厨
民
白
内
固
に
於
け
る
所
得
に
は
及
び
難
い
と
い
ふ
け
れ
ど
も
、
斯
〈
地
方
に
で
財
政
上

大
困
難
在
来
た
す
に
於
て
、
き
う
原
則
に
白
み
拘
泥
出
来
な
〈
な
る
。
倫
又
、
ァ
ッ
ヵ

1
7
ン
は
、
在
外
人
に
扇
ナ
る
財
課
所
在
の
地
方
闇
値

は
、
英
国
健
内
白
土
地
及
管
業
白
戦
盆
が
唯
、
所
得
税
の
み
に
て
捕
捉
苫
る
ふ
限
り
は
、
之
が
某
所
得
税
に
よ
る
課
税
を
断
念
ナ
る
能
は
ず
と

い
ふ
け
れ
y
」
も
、
所
得
税
(
人
税
又
は
戸
数
割
)
と
物
税
と
並
課
さ
る
ム
揚
合
に
で
も
、
間
キ
此
種
の
収
金
又
は
所
得
に
、
人
税
を
も
課
し
な
け

れ
ば
な

b
ぬ
必
要
を
感
ず
る
と
と
に
な
る
。

あ
人
民
負
槍
上
の
困
難
(
随
て
範
梼
及
世
曾
政
策
上
の
霊

ε
l
l斯
く
財
掘
地
方
同
盟
が
財
政
難
を
告
ぐ
る

仁
於
で
、
結
局
、
不
在
の
財
源
所
有
者
代
る
も
の
以
外
の
一
一
般
住
民
、
業
は
多
く
は
貧
乏
人
た
る
も
の
か
ら
し
て
.
池

重
な
る
戸
数
割
を
徴
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
ご
、
も
な
り
、
段
別
割
の
や
う
な
不
会
卒
な
る
課
税
を
も
す
る
こ
さ

じ
も
な
り
、
負
携
の
公
卒
を
失
す
る
の
み
な
ら
子
、
枇
命
国
政
策
に
も
反
し
、
経
済
上
の
後
達
を
抑
座
す
る
の
弊
を

も
生
や
る
。
特
に
其
に
つ
き
戸
数
割
が
比
例
税
に
し
て
且
つ
蒐
税
貼
の
低
き
を
例
ご
す
る
の
結
が
、
貧
乏
人
を
苦

し
め
る
も
の
さ
し
て
非
難
の
焼
賠
さ
な
る
げ
れ
ざ
も
、

き
り
さ
て
之
が
見
税
鈷
を
高
く
し
て
貧
乏
人
を
救
擁
す
る

さ
き
に
は
、
今
度
は
、
之
が
課
税
を
見
れ
ざ
る
一
般
中
等
住
民
の
負
携
が
重
き
に
堪
へ
ぎ
る
も
の
さ
な
る
を
避
く

る
を
得
ぬ
{
註
六
)
。

(
註
穴
〉

免
税
勤
の
高
く
な
る
己
と
に
よ

P
て
一
般
人
民
の
寅
婚
の
重
く
な
る
監
に
つ
春
、
ロ

1
7
y
が
ア
ル
ト

1
ナ
に
閥
し
で
い

A
K
同
じ
宇

う
な
ζ

と
が
起
b
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
。
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第

1虎

論
は
地
方
聞
の
不
均
衡
ー
ー
か
〈
て
又
、
財
源
の
持
主
は
、
其
財
源
及
其
牧
入
に
つ
き
、
所
在
地
方
圏
耀
か
ら

多
大
な
る
有
無
恨
の
利
盆
を
受
げ
て
居
る
に
も
拘
ら
や
、
此
地
方
に
劃
し
て
、
軍
に
物
柱
、
而
か
も
集
は
時
f
」し

て
頗
る
陳
腐
に
し
て
割
合
に
軽
い
負
携
を
負
ふ
の
み
で
あ
っ
て
、
を
し

τ他
方
、
彼
の
佐
慮
且
つ
構
戸
の
地
方
闇

健
に
て
は
、
此
閥
係
か
ら
し
て
彼
が
其
地
方
に
負
ふ
ご
い
ふ
よ
り
は
、
彼
の
住
居
す
る
が
清
め
に
葉
地
の
繁
柴
に

貢
献
し
て
居
る
の
に
拘
ら
子
、
可
な
り
又
は
甚
し
く
重
き
戸
数
割
を
納
め
る
こ
芝
、
な

h
て
1

財
源
固
瞳
に
薄
く

住
居
又
は
構
戸
間
糟
じ
惇
〈
、
拘
仁
不
釣
合
な
る
耽
入
の
分
配
ご
な
る
。
共
は
穏
営
を
挟
〈
の
で
め
る
が
、
其
結

果
は
、
財
源
e

ゲ
ニ
地
方
か
ら
他
地
方
ド
移
す
こ
さ
は
困
難
で
あ
り
、
而
か
も
住
居
は
一
一
地
方
か
ら
他
地
方
へ
の
移

動
が
容
易
な
の
で
ゐ
る
か
ら
、
そ
し
て
地
方
の
聞
に
戸
数
割
の
軽
重
が
あ
る
の
で
、
財
源
持
主
が
其
住
居
を
謹
む

の
に
.
戸
数
割
の
低
き
虚
を
追
ふ
や
う
に
な
る
(
詮
七
)
0
3
う
な
る
さ
宮
者
の
住
居
少
き
地
方
は
具
さ
へ
戸
教
割
が

重
い
の
に
、
盆
々
以
て
之
を
重
く
す
る
外
な
き
こ
さ
、
な

b
、
地
方
聞
の
牧
入
分
配
の
均
衡
が
愈
々
以
て
破
れ
る

の
み
な
ら
子
、
財
源
囲
瞳
に
於
げ
る
貧
乏
人
の
鹿
追
が
愈
々
重
な
っ
て
、
枇
曾
政
策
上
鰹
済
政
策
上
の
弊
害
を
強

め
る
こ
芝
、
な
る
。

〈
睦
七
)

所
得
税
を
住
民
に
白
み
諜
ナ
る
と
曹
に
、
之
を
宥
つ
紐
育
州
の
人
が
容
易
に
其
白
た
い
所
の
一
三
-
1
ジ
ャ

I

U

I
州
に
法
律
上
回
住
所

を
移
ナ
こ
と
に
よ
り
で
諮
れ
得
る
。
倫
ほ
拙
著
参
照
日

川
山
敷
多
の
構
戸
よ
り
来
る
不
都
合
ー
ー
ー
一
人
が
構
戸
を
一
の
み
さ
す
る
さ
き
は
文
句
は
な
い
け
れ
ど
も
、
此
を

Seligman， Puulic.日nilDce.p.旬 5・f且視研究、八巻目8--99。9) 



数
多
異
っ
た
地
方
園
躍
に
有
つ
ご
き
に
困
難
が
生
十
る
。
此
場
合
に
も
、
構
戸
地
方
圏
瞳
の
間
に
不
釣
合
な
る
分

配
を
生
じ
、
業
或
囲
惜
が
牧
入
難
ぜ
苦
し
む
こ
ず
』
に
も
な

h
、
延
い
て
は
数
多
-
構
戸
を
潟
さ
ざ
る
一
般
住
民
の
負

携
を
重
か
ら
し
め
る
ニ
さ
に
も
な
る
。
其
の
我
現
行
法
下
に
於
げ
る
重
な
る
岡
難
を
指
摘
す
る
さ
、

け
住
慮
た
る
構
戸
地
方
園
憧
が
遁
営
な
る
配
営
に
奥
か
る
こ
て

l
l

川
英
過
大
配
官
に
輿
か
る
賠
|
|
我
現
行
法
下
に
て
は
、
戸
数
割
を
納
な
る
市
町
村
以
外
の
地
の
所
得
は

草
じ
住
蕗
た
る
構
戸
地
の
地
方
囲
睦
に
於
げ
る
所
得
ぜ
せ
ら
る
、
か
ら
、
住
所
地
々
方
聞
鰹
は
然
ら
、
さ
る
構
戸
地

方
閤
鱒
よ
り
も
池
常
に
大
な
配
営
に
輿
h
ノ
得
る
。
二
以
上
の
構
戸
わ
る
場
合
に
其
の
何
れ
が
住
所
か
は
往
々
に
し

τ其
差
問
髪
を
入
れ
肉
ほ

J
V
L

で
、
殆
ん
ど
同
じ
位
の
程
度
に
住
居
し
て
居
る
の
に
、
其
の
何
れ
か
佐
官
陣
さ
せ
ら
れ

る
地
方
が
、
此
に
い
ふ
他
地
方
の
所
得
ま
で
も
其
地
の
所
得
ざ
し
得
る
の
は
遁
営
ざ
い
は
な
げ
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。

間
其
過
小
配
営
じ
奥
か
る
場
合
|
|
t
住
所
弛
方
圏
障
は
右
に
い
ふ
や
う
に
し
て
過
大
配
営
に
奥
か
る
'
』
ず
』

の
可
能
性
が
大
い
け
れ
ど
も
、
義
務
者
が
其
住
慮
地
内
に
於
げ
る
所
得
を
有
つ
ニ
さ
な
く
又
は
少
〈
、
却
っ
て
住

露
外
の
構
戸
地
方
内
じ
於
け
る
所
得
を
多
く
有
っ
さ
き
の
如
き
、
住
所
た
る
戸
が
其
他
の
戸
に
比
し
て
は
其
人
の

経
済
生
活
上
蓬
か
に
重
要
な
る
に
ら
拘
ら
子
、
小
な
る
所
得
を
標
準
ざ
す
る
の
外
な
く
、
又
は
金
く
標
準
所
得
な

き
こ
ざ
さ
も
な
り
、
主
要
所
得
を
標
準
ど
し
得
ざ
る
こ
芝
、
な
る
。
か
〈
て
人
は
業
住
露
地
の
戸
敷
割
の
過
重
な
る

さ
き
は
、
其
の
割
合
に
樫
き
財
源
地
に
構
戸
す
る
こ
さ
に
よ

b
て
、
之
を
逃
る
、
を
得
る
こ
さ
に
も
な
ち
、
業
矯
め

論

叢

戸
毅
割
に
於
け
る
調
整

第
三
十
一
容

第
一
蹴



百荷

戸
数
割
に
於
け
る
謁
整

第
三
十
一
巻

四

第
一
波

四

後
の
財
源
地
じ
は
都
合
良
〈
な
る
け
れ
ぎ
も
、
住
底
地
さ
し
て
は
不
利
を
媛
る
こ
申
」
に
な
る
。

め
車
な
る
構
戸
の
清
め
に
配
分
仁
甚
し
き
差
異
を
生
や
る
こ
さ
|
|
構
戸
地
方
内
の
所
得
は
各
葉
地
方
の
所

得
ぜ
す
る
よ
'
り
し
て
、
業
構
戸
が
極
め
て
重
さ
の
小
な
る
、
例
之
、
買
は
数
多
の
小
供
の
中
の
一
人
が
業
虞
に
修

撃
の
震
め
に
構
戸
し
た
る
が
加
き
場
合
に
も
、
党
(
あ
る
が
故
に
、
其
地
方
は
、
実
地
方
向
に
於
け
る
義
務
者
の
所

特
に
輿
か
り
、
此
小
さ
な
構
戸
が
止
め
ら
れ
る
ぜ
き
は
、
全
く
之
い
れ
輿
か
り
符
ぬ
こ
ご
じ
も
な
る
ご
い
ふ
の
は
、

其
財
源
地
方
ざ
し
て
は
時
に
は
偶
々
好
都
合
で
あ
み
け
れ
ず
も
、
間
も
な
く
之
を
失
は
な
〈
亡
は
な
ら
や
し

τ、

其
際
仁
は
固
ま
る
ぜ
い
ふ
ニ
さ
仁
な
る
。
又
其
舟
都
合
の
ず
』
き
じ
は
、
他
地
方
に
葉
れ

rけ
固
ま
る
も
の
が
出
来

る
。
此
は
穣
営
で
は
な
い
。
構
戸
に
よ
り
て
課
否
の
分
る
、
の
は
止
な
を
得
肉
ざ
し
て
ち
、
業
あ
る
が
故
に
、
凡

ぺ
て
其
地
じ
あ
る
所
得
に
輿
か
る
さ
い
ふ
の
が
不
営
で
あ
り
、
葉
は
本
来
、
敷
多
の
戸
の
聞
に
於
げ
る
重
さ
じ
よ

-9
て
奥
か
る
こ
さ
、
な
ら
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
。

は
分
別
し
難
き
所
得
の
均
分
の
不
穏
営
|
|
分
別
し
難
き
所
得
は
構
戸
地
方
聞
に
均
分
す
る
ご
い
ふ
け
れ
ざ

も
戸
の
重
さ
が
不
封
等
で
ゐ
る
場
合
に
も
街
之
を
均
分
す
る
さ
い
ふ
の
は
不
公
卒
で
あ
る
。

に
標
準
所
得
な
き
構
戸
地
を
生
や
る
こ
さ

l
l現
制
の
ゃ
う
で
あ
る
さ
、
或
人
が
或
地
方
じ
構
戸
を
し
て
も

其
慮
か
ら
所
得
を
奉
げ
や
、
他
地
方
(
戸
数
割
を
納
め
る
所
の
)
に
て
専
ら
所
得
を
塞
げ
、
而
か
も
戸
数
割
を
納
む

る
地
方
以
外
の
地
か
ら
は
全
く
所
得
伝
皐
げ
や
、
分
別
し
難
き
所
得
を
も
有
た
ぬ
さ
い
ふ
さ
き
じ
は
、
彼
の
戸
数



割
の
標
準
た
る
所
得
は
な
き
こ
ご
に
な
る
。
業
の
ご
き
は
其
蕗
で
は
義
務
者
の
資
産
の
航
況
に
の
み
依
っ
て
課
す

る
外
な
き
こ
芭
に
な
る
。
け
れ
ざ
も
其
は
戸
数
割
が
元
来
、
所
得
を
中
心
ざ
し
、
其
に
僅
か
許
り
(
十
分
ニ
以
内
)

資
産
見
立
を
加
味
す
る
精
神
か
ら
い
ふ
と
、
資
産
の
蹴
況
の
み
じ
よ
り
て
課
し
て
は
趣
旨
に
反
す
る
o

又
椴
り
に

之
に
よ
り
た
り
さ
し
て

M

其
は
既
に
業
義
務
者
が
他
の
構
戸
地
方
聞
韓
に
て
課
税
標
準
ご
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
居
る

か
ら
、
主
(
れ

rけ
に
て
重
複
課
税
の
雄
も
あ
る
。
だ
か
ら
斯
か
る
場
合
に
も
英
戸
の
属
す
る
地
方
に
或
度
ま
で
、

課
税
標
準
の
本
腫
た
る
〈
き
所
得
じ
血
(
か
り
得
る
途
が
開
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

~t~~ 
~;'tっv

iFL )l~ 

戸
数
割
調
整
の
方
策

戸
数
割
に
於
け
る
前
段
所
謹
の
不
都
合
を
救
梼
す
る
方
策
ご
し
て
は
衣
の
も
の
を
奨
め
る
。

↓
人
さ
物
ぜ
の
離
反
よ
り
来
る
不
都
合
に
劃
す
る
救
梼
策

川
町
構
戸
な
き
不
在
財
源
地
方
固
躍
に
て
は
|
|
葉
地
方
に
於
り
る
所
得
の
竿
額
度
の
も
の
を
標
準
ご
し
て
、
準

戸
数
割
ev--課
す
る
こ
マ
」
を
許
し
た
ら
良
か
ら
う
(
註
八
)
。
或
は
之
に
は
構
戸
園
睦
を
し
て
は
奥
か
ら
し
め
や
、
全
〈

財
源
圏
睡
へ
ざ
い
ふ
考
も
あ
ら
う
が
、
其
れ
は
財
源
圏
睦
ざ
し
て
は
都
合
が
良
い
け
れ
ザ
」
も
、
構
戸
囲
睦
に
て
財

政
困
難
を
生
十
る
し
(
註
九
三
構
戸
固
憧
内
の
義
務
者
の
聞
に
葉
地
方
内
じ
て
所
得
を
奉
ぐ
る
も
の
芝
、
外
部
か
ら

所
得
を
皐
ぐ
る
も
の
さ
の
聞
に
負
轄
の
不
必
卒
を
生
令
る
し
(
註
一

O
)
、
財
源
闘
鯉
マ
」
構
戸
囲
睦
さ
の
聞
の
牧
入
不

f品

議

戸
数
割
に
於
け
る
調
整

第
三
十
一
血
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第
三
十
一
巻

占ノ、

第

披

一六

叢

戸
数
割
に
於
け
る
調
整

均
衡
さ
い
ふ
こ
ぎ
も
あ
る
か
ら
採
る
こ
さ
を
得
ぬ
。
某
れ
で
財
源
闇
韓
も
比
れ
位
の
事
で
辛
棒
す
る
外
な
い
。
特

に
戸
数
割
は
人
暁
で
ゐ
4
0

以
上
、
純
理
か
ら
い
へ
ば
む
し
ろ
構
戸
闇
瞳
の
み
で
取
る
事
へ
き
も
の
な
の
で
、
財
源
圃

瞳
ざ
し
て
は
之
に
竿
分
で
も
奥
か
h

得
る
の
は
憐
程
の
特
例
ざ
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ぞ
し
て
此
字
額
度
に
奥
か

り
得
る

J

こ
い
ふ
の
は
、
十
分
に
奥
か
る
に
比
し
て
は
不
満
で
あ
ら
う
が
、
兎
も
角
、
此
に
て
財
源
囲
瞳
の
財
政
難

が
緩
め
ら
れ
、
営
該
間
樫
内
の
負
控
の
塵
迫
も
醒
め
ら
れ
、
構
戸
国
鱒
ざ
財
源
園
懐
中
」
の
関
係
も
改
め
ら
れ
る
。

(
錘
八
)

ワ
グ
ナ
ー
は
、
少
〈
と
も
凡
〈
て
の
一
種
類
の
必
克
、
民
定
、
使
用
人
及
品
労
働
者
崎
、
其
勤
務
所
得
の
矯
め
に
、
其
人
的
住
所
白
市
町
村

に
於
て
の
み
で
な
〈
、
役
目
、
・
勤
務
及
持
働
の
場
所
司
市
町
村
に
で
も
、
所
得
税
義
務
あ
る
こ
と
と
な
る
べ
〈
、
例
之
、
其
勤
務
所
得
白
半
分

づ
ヲ
、
各
自
持
町
村
に
て
所
得
税
義
務
あ
る
こ
主
が
要
求
さ
る
べ
き
だ
と
い
ふ
が
、
其
は
、
此
等
白
俸
給
者
賃
金
者
の
か
で
な
〈
、
土
地
家
屋

替
業
白
持
主
二
部
の
利
植
者
に
も
嘗
る
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
か

b
財
源
開
穏
に
て
他
地
方
に
住
ナ
る
俸
給
者
等
に
課
税
の
方
法
は
あ
る
。
セ
リ

グ
マ

y
に
依
る
と
、
組
育
法
に
於
け
る
住
民
と
非
住
民
主
の
待
遇
上
の
唯
一
の
差
異
は
、
非
住
民
自
場
合
に
は
、
雇
主
が
其
使
用
人
目
給
料
よ

り
の
積
を
天
引
ナ
る
義
務
を
責
ふ
と
と
だ
と
い
ふ
こ
主
的
。

(
詰
九
)

セ
p
r
7
y
は
、
比
方
法
に
よ

P
で
紐
育
の
宇
う
な
債
権
圃
が
、
財
政
上
許
す
べ
か
ら
ざ
る
解
決
を
見
る
こ
と
と
な
る
と
鴛
ナ
。

セ
F
グ
マ
ン
は
、
此
方
法
白
明
な
る
故
障
は
、
所
得
受
領
園
が
住
民
の
外
来
の
所
得
に
所
得
積
を
謀
せ
ざ
る
こ
と
主
な
っ
て
、
彼
が

会
〈
園
内
に
で
所
得
を
商
事
ぐ
る
隣
人
と
比
較
し
て
、
公
平
な
る
分
前
を
携
は
ね
こ
と
だ
と
熔
ナ
。

(註

-
O〉

間
構
戸
地
方
圃
瞳
に
て
は
|
|
原
則
さ
し
て
義
務
者
の
凡
ぺ
て
の
所
得
を
標
準
ざ
す
る
け
れ
ど
も
、
例
外
ご
し

、、

て
、
構
戸
な
き
地
方
図
瞳
に
於
け
る
所
得
に
つ
き
て
は
竿
額
度
の
も
の
也
、
み
を
標
準
ご
す
る
こ
さ
、
す
る
。
之
に

よ
り
て
構
戸
地
方
圏
憧
さ
し
て
は
多
少
不
満
で
あ
ら
う
が
、
不
在
財
源
圏
韓
さ
の
閥
係
上
、
均
衡
上
は
辛
棒
す
る

Seligman， 68. C ν. Wngner， Die finanzielle ~litbeteiligung der Gemeinden. 
public finance. p. 201. 
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の
外
な
い
。

そ
し
て
之
に
よ

b
て
義
務
者
ざ
し
て
は
重
複
課
税
ご
い
ふ
こ
さ
も
な
く
、
苦
情
は
な
い
筈
で
あ
る

(
註
二
)
。

(
註
一
-
)

セ
日
グ
マ
ン
は
、
吾
人
が
一
般
所
得
税
を
取
扱
ふ
と
曹
は
、
そ
し
て
個
人
が
芙
所
得
圭
一
白
税
構
内
に
で
儲
け
ゾ
之
を
他
の
税
構
内

に
て
消
費
ナ
る
と
き
は
、
積
は
抽
象
的
自
公
正
の
見
地
か
ら
し
で
は
、
ニ
の
税
権
内
に
て
平
等
に
分
間
さ
る
べ
曹
だ
と
い
ふ
が
、
此
に
い
ふ
の

は
同
一
趣
旨
に
一
蹄
ナ
る
。
な
が
嘗
て
図
際
課
税
の
主
義
に
で
説
山
た
の
と
泣
い
が
、
併
し
此
に
い
ん
方
治
は
、
其
に
比
し
で
は
財
源
地
方
に
一

暦
有
利
と
な
っ
て
居
る
。
被
は
政
金
枕
と
い
ふ
物
税
を
有
ち
得
司
令
の
み
で
な
〈
、
戸
数
割
と
い
ふ
人
税
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
半
額
度
の
も
白

を
も
課
し
得
る
か

b
で
あ
る
。
此
は
国
際
課
税
の
揚
合
に
は
、
軍
サ
ら
純
理
和
、
b
、
公
平
分
配
に
重
曹
を
置
い
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
地
方
聞
に

で
は

U
し
ろ
財
源
圏
健
闘
雄
白
質
情
に
即
し
て
之
が
緩
和
に
注
意
し
て
解
決
を
試
み
ん
と
し
た
の
で
あ
る
c

誌
に
は
梼
戸
地
方
閑
憾
と
無
椛
戸
財
椋
地
方
閣
制
胞
L
竺
公
務
あ
る
場
合
陀
、
重
複
課
税
を
滋
げ
て
、
各
閣
慌
に
相
常
の
収
入
冊
分
を
得
し
め
ヂ

う
と
い
ふ
精
紳
か
ら
、
解
決
方
法
を
講
じ
た
の
で
あ
る
が
、
不
読
者
重
課
と
い
ふ
根
本
精
榊
か
ら
出
る
な
、
b
ば
耐
財
源
問
憶
に
て
前
記
の
如
き

待
別
な
る
準
戸
数
割
を
課
し
た
る
上
に
も
、
構
戸
園
鰻
に
て
其
を
考
慮
せ
ず
し
て
、
主
義
務
者
の
有
ら
ゆ
る
方
面
か

b
事
r、
る
所
得
を
完
全
に

捕
捉
し
て
戸
数
割
を
課
税
す
る
も
一
方
法
で
あ
り
、
向
或
は
戸
数
割
に
て
は
木
交
に
於
け
る
が
如
寺
随
分
を
行
ふ
左
し
で
、
別
に
物
税
に
於
て

財
源
国
憶
に
で
、
在
住
者
の
税
率
と
不
在
者
自
税
率
と
を
直
別
し
、
前
者
に
軒
く
、
後
者
に
重
〈
ず
る
こ
と
も
亦
他
の
方
法
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
木
文
の
謀
枕
方
法
は
、
財
源
国
髄
に
都
令
頁
き
解
決
方
法
と
な
ヲ
で
居

p
、
構
戸
圏
憶
が
英
免
め
多
少
不
利
に
な
る
が
、
其
は
英
義

務
者
が
大
槌
宮
め
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
至
営
の
属
置
で
あ
る
自
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
義
務
者
が
例
之
、
貧
し
骨
勢
働
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

構
戸
闘
憶
に
て
は
此
人
々
白
在
住
ナ
る
矯
め
に
、
教
育
費
救
貧
費
衛
生
貰
な

E
が
嵩
ん
で
固
ま
る
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
。
之
が
補
償
と
い
ふ

こ
と
も
一
白
問
題
と
な
る
。
之
を
考
慮
す
る
と
曹
は
、
本
女
白
如
〈
財
源
閤
憶
を
有
刺
と
す
る
慮
置
は
、
勢
働
者
の
賃
金
に
闘
す
る
丈
け
に
て

は
之
を
行
は
ず
、
財
源
閣
憶
の
標
準
所
得
に
加
へ
ざ
る
己
と
と
ナ
る
む
み
な
ら
ず
、
倫
別
に
財
源
岡
櫨
よ
り
し
て
一
定
白
分
措
金
在
、
構
戸
圏

、、、

値
に
支
排
ふ
白
が
豆
嘗
だ
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
。
随
つ
で
財
源
開
憶
に
於
け
る
所
得
と
し
て
、
特
別
な
る
準
戸
数
割
を
課
ナ
る
も
の
の
中
か

百曲

戸
数
割
に
於
け
る
調
整

七
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議

戸
数
割
に
於
け
る
調
整

第
三
十
一
巻

A 

第

f党

/可、

b
し
て
、
抽
労
働
者
の
所
得
だ
け
を
除
〈
占
が
穏
営
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
(
随
ワ
て
物
別
扱
を
ナ
る
白
は
土
地
家
屋
絡
業
職
業
、
一
部
の
資
本

並
に
一
部
高
級
勢
務
の
み
)
。

口
数
多
の
構
戸
よ
り
京
市
る
不
都
合
の
救
済
策

は
不
適
嘗
な
る
分
配
方
法

い
住
所
た
る
戸
に
偏
重
す
る
方
法

!
i此
は
我
邦
現
行
法
が
一
部
採
っ
て
居
る
り
れ
J
E
も
、
其
不
都
合
な
こ

サ
し
は
前
に
も
い
ふ
た
週
b
で
あ
り
、
数
多
の
戸
あ
る
ご
示
、
何
れ
を
住
所
ピ
認
な
る
か
。
慨
り
に
之
を
本
人
の
届

出
に
よ
り
て
決
す
る
ご
す
れ
ば
、
本
人
は
葉
戸
敷
割
の
報
い
慮
を
謹
む
こ
さ
じ
な
ら
う
し
、
之
を
本
人
の
利
用
の

扶
態
の
賓
際
を
見
て
決
す
る
ご
す
る
こ
さ
も
出
来
る
が
、
然
る
さ
き
仁
、
例
之
、
戸
主
本
人
は
或
地
に
服
務
し
て

小
さ
な
戸
を
構
へ
又
は
生
計
を
立
て
、
妻
及
小
供
は
他
地
に
相
営
大
な
戸
を
構
ふ
る
場
合
仁
、
前
者
を
住
所
ざ
す

べ
き
か
、
後
者
を
住
慮
さ
見
る
ぺ
き
か
判
断
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
者
し
此
際
服
務
地
の
戸
を
住
所
定
す

る
さ
し
、
妻
子
の
住
す
る
戸
は
車
な
る
戸
さ
す
る
場
合
に
は
、
業
後
の
戸
の
方
が
遁
か
に
大
で
あ
り
、
其
地
方
圏

瞳
よ
り
し
て
種
々
の
利
便
を
受
く
る
に
も
拘
ら
や
、
此
地
方
内
に
所
得
を
有
た
ざ
る
場
合
の
如
き
に
は
、
其
固
髄
は

標
準
ぎ
す
ぺ
き
所
得
な
く
、
僅
か
に
費
産
の
蹴
況
を
見
て
課
し
得
る
仁
止
ま
る
三
い
ふ
不
都
合
を
生
守
る
〈
註
二
一
〉

ま
し
て
一
方
住
所
た
る
戸
に
て
は
戸
数
割
を
課
し
得
る
け
れ
ざ
も
、
非
住
所
戸
に
て
は
之
を
課
し
得
や
さ
あ
っ
て

は
一
層
不
都
合
で
あ
る
。
尤
も
我
固
法
に
て
は
此
絡
の
も
の
を
採
ら
や
、
荷
く
も
戸
の
存
す
る
限
り
、
戸
数
割
を



課
す
る
こ
さ
が
認
め
ら
れ
て
は
居
る
(
註
二
三
。

(
註
-
ニ
)

瑞
西
で
は
古
い
裁
剣
例
で
は
、
家
長
の
職
務
自
然
め
の
住
所
が
、
家
族
長
の
英
と
異
ヲ
た
場
合
に
、
む
し
ろ
後
者
圭
住
所
と
決
L
た

が
、
新
し
い
方
の
で
は
、
夫
が
其
の
家
族
と
異
っ
た
州
に
住
し
た
場
合
に
、
夫
白
住
所
白
租
税
高
櫨
白
有
刺
に
ま
で
州
決
し
た
と
い
ふ
と
と

5
 

だ。

我
行
政
裁
列
例
に
て
は
、
戸
製
割
白
要
件
存
ナ
る
各
市
町
村
は
、
各
別
に
戸
数
割
を
課
し
得
ゆ
こ
と
と
な
る
。
詳
し
く
V

ふ
と
、
北

海
道
出
稼
の
漁
夫
が
、
家
族
在
住
の
内
地
と
北
海
道
む
出
稼
先
'
と
に
て
双
方
K
て
戸
数
割
を
謀
せ
ら
れ
る
。

(
註
=
一
)

日
川
本
籍
の
あ
る
戸
に
重
き
を
置
く
方
法
|
|
本
籍
の
あ
る
戸
ご
之
な
き
戸
さ
で
差
別
す
る
さ
い
ふ
ζ

さ
も
一

，，a¥
 

方
法
で
あ
る
(
詮
一
凹
)
、
り
れ
ど
も
之
ー
を
許
す
ご
き
ド
は
、
人
以
戸
数
割
の
割
A
W
じ
軽
い
蕗
に
本
籍
を
移
し
て
、
賞

際
じ
は
本
籍
以
外
の
戸
を
利
用
す
る
さ
い
ふ
不
都
合
を
生
十
る
(
詮
一
五
)

O

の
み
な
ら
や
此
方
法
は
戸
の
め
る
地
方

以
外
の
地
方
に
本
籍
を
持
っ
て
行
か
れ
る
さ
き
は
、
賀
行
の
仕
様
が
な
い
ざ
い
ふ
不
都
合
も
あ
る
〈
誌
一
六
)
O

〈
註
-
四
〉

一
九

O
九
年
以
降
、
濁
逸
に
於
て
重
複
課
税
を
回
漣
ナ
る
原
則
と
し
て
は
、

一
濁
逸
人
が
濁
逸
内
に
敷
多
の
住
所
を
有
ヲ
・
と
き
は
、

英
国
籍
回
の
住
所
、
随
ヲ
て
国
籍
が
之
を
決
す
る
と
と
と
な
る
。
尤
も
帝
園
又
は
各
支
分
邦
の
役
人
に
ヲ
き
、
諸
多
白
住
所
あ
る
揚
舎
に
勤
務

住
所
自
存
す
る
固
に
で
課
せ

b
る
ふ
だ
け
に
で
、
特
別
な
る
規
定
が
行
は
る
る
。
そ
れ
か
ら
濁
泡
と
チ
エ
ツ
ヨ
圏
在
四
協
定
に
て
は
、
一
阿
国
に

住
所
を
宥
ヲ
と
き
は
、
租
税
義
務
者
四
園
籍
が
課
税
の
上
に
唯
一
の
櫨
利
を
生
ず
る
己
と
に
な
か
。

H
1
エ
T

Y
は
、
二
重
住
所
白
場
合
に
義
務
者
の
園
籍
に
依
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
多
〈
の
場
合
、
経
済
上
白
関
係
と
い
ふ
考
に
尻
ナ

(註

-
E
)

る
。
特
に
義
務
者
滞
永
春
時
以
来
、
英
木
園
白
国
籍
櫨

E
賓
行
せ
ず
、
其
の
忍
的
及
笹
業
上
白
生
活
関
係
が
何
等
、
其
闘
籍
固
と
関
係
し
な
い

と
き
に
然

p
と
鴛
す
。

1曲

叢

戸
数
割
に
於
け
る
調
整

大a

第
三
十
一
巻

:iL 

第
一
競
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官曲

叢

戸
数
割
に
於
け
る
調
整

第
三
十
一
巻

第

罰君

四
O 

四
O 

(註=。
リ
I

ェ
7
y
は
、
か
か
る
岡
籍
に
よ
る
と
い
ふ
の
は
、
二
回
住
所
園
白
何
れ
も
が
、
岡
籍
圃
主
一
致
し
な
い
と
き
に
は
、
か
か
る
経

済
上
の
従
属
原
則
に
上
り
て
第
一
に
櫨
龍
あ

P
と
ナ
る
租
穂
高
櫨
健
常
者
の
租
積
地
棄
と
い
ふ
ζ

と
に
蹄
す
と
い

μ
。

、B
ノ似

滞
在
の
長
き
戸
に
偏
重
し
又
は
滞
在
の
長
さ
に
膳
じ
て
分
配
す
る
方
法
|
|
此
も
一
方
法
で
あ
る
が
、
主
(

の
長
き
方
の
戸
の
み
に
偏
す
る
方
法
(
註
一
七
)
は
全
〈
不
穣
営
で
わ
る
。
一
年
の
中
、
た
っ
た
一
日
だ
け
長
〈
滞
在
し

た
か
ら
ぜ
い
ふ
て
、
業
方
ば
か
り
に
課
税
権
を
認
め
る
乞
い
ふ
の
は
、
不
都
合
で
あ
る
。
滞
在
期
の
長
さ
に
膳
じ

て
分
配
す
る
方
法
(
註
一
八
)
は
前
者
に
比
し

τは
公
平
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

其
長
短
を
測
る
こ
さ
が
往
々
に
し
て
貫

際
に
ム
ハ
っ
か
し
い
。
特
仁
滞
在
ご
い
ふ
て
も
戸
主
本
人
の
滞
在
仁
童
話
d
k置
〈
か
、
家
族
の
に
重
k
F
h
f
r
m
胤
く
か
に

よ
り
て
も
異
る
し
、
所
詮
貫
行
難
さ
い
ふ
を
兎
れ
な
い
。

抽
現
園
白
勾
圃
及
チ
品
ツ
コ
固
と
白
協
定
に
て
は
、
問
題
と
な
る
課
税
期
聞
に
於
け
る
義
務
者
の
滞
在
の
一
一
暦
長
膏
一
方
自
闘
に
重
曹
を

置
〈
こ
と
と
な

p
、
之
に
で
決
し
得
さ
る
と
き
は
、
国
籍
に
依
る
と
な
っ
て
居
る
。

〈
註
-
・
セ
〉

(
註
-
八
〉

濁
喚
問
白
協
定
に
て
は
、
租
税
期
間
中
目
滞
在
期
の
割
合
に
よ
り
で
課
税
構
を
定
め
る
。
二
圏
外
に
於
け
る
滞
在
期
は
国
籍
園
白
に

加
へ
る
。
此
ニ
圃
に
一
回
一
滞
在
を
倹
〈
と
曹
(
二
国
共
同
滞
在
す
る
と
奇
)
は
闘
籍
に
依
る
。
調
伊
の
協
定
K
て
は
、
少
し
〈
之
と
異

p
、
人
税

に
て
は
二
重
住
所
白
湯
舎
に
は
、
協
定
固
に
於
け
る
滞
在
期
の
割
合
に
依

p
、
物
税
に
て
は
園
籍
が
標
準
と
な
る
。
品
同
ほ
、
ナ
ユ
ル
ヒ
ア
ー
の

提
案
に
依
る
と
、
ニ
又
は
ご
以
上
白
場
所
に
某
住
所
を
も
っ
人
は
、
其
各
の
も
の
に
於
で
、
其
滞
在
の
長
さ
の
一
割
合
に
よ
り
て
租
税
義
務
あ
る

盟

こ
と
に
な
る
。

に
戸
所
在
地
に
於
け
る
所
得
を
葉
地
方
の
所
得
ざ
す
る
方
法
|
|
此
も
我
圃
に
て
採
っ
て
居
る
。
戸
ご
財
源

三
一
致
す
る
の
だ
か
ら
至
営
の
や
う
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
之
を
認
め
る
ご
き
に
、
人
が
動
も
す
れ
ば
賓
際
の
意

Derselbe， a. a. O. S. 89・
Rich:!mann， a. a. O. s. 83. 
Riche皿 ann，a. a. O. S. 83・8斗.Zurcher. a. :J.. O. I3[ 
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味
の
薄
い
戸
を
財
源
地
に
置
き
て
、
異
の
生
活
本
捷
た
る
戸
の
麗
す
る
地
方
を
し
て
、
之
に
奥
か
ら
し
め
向
さ
い

ふ
不
都
合
を
生
や
る
。
実
事
は
前
仁
も
い
ふ
た
通
り
で
あ
る
。

ω品
川
別
難
の
所
得
b
z
敷
戸
に
均
分
す
る
方
法
|
|
分
別
難
の
だ
か
ら
均
分
の
外
な
い
や
う
で
も
あ
る
が
、
戸

の
閉
じ
重
さ
の
異
る
の
に
、
均
分
さ
い
ふ
の
で
は
不
公
卒
で
あ
る
乏
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。

間
遁
営
な
る
方
法
|
l
f
」
し
で
は
、
各
戸
に
於
げ
る
分
配
は
、
其
債
債
の
大
小
に
臆
じ
て
分
配
す
る
の
が
至
営

で
あ
る
、
此
な
れ
ば
敷
多
の
戸
の
あ
る
場
合
仁
於
げ
る
業
各
戸
の
重
さ
じ
従
ひ
て
公
平
じ
分
配
さ
れ
る
し
、
英
大

3
h
T
調
ぺ
ゐ
こ
芯
は
賀
行
の
出
来
る
こ
ご
で
あ
り
、
犬
の
滞
在
の
長
ち
に
比
じ
で
は
之
な
定
め
る
の
に
苦
情
が
少

く
て
済
む
。
戸
の
債
値
は
地
租
家
屋
粧
の
課
税
標
準
か
ら
し
て
調
ぺ
上
げ
る
こ
さ
は
六
っ
か
し
く
な
い
(
詮
一
九
)
。

そ
し
て
此
方
法
に
て
は
、
本
籍
さ
否
さ
、
住
虞
さ
否
さ
い
ふ
こ
さ
は
固
よ
り
問
題
さ
せ
や
、
戸
蕗
在
地
の
所
得
さ

否
ざ
い
ふ
こ
も
問
題
ど
な
ら
?
、
分
別
難
の
所
得
口
か
ら
ご
い
ふ
て
各
戸
に
均
分
も
せ
ら
れ
?
、
む
し
ろ
其
の
重

さ
に
従
っ
て
分
配
せ
ら
れ
る
こ
さ
じ
な
る
。

(
註
-
・
九
)

戸
田
一
償
値
は
、
戸
に
属
ナ
る
建
物
及
敷
地
及
附
属
地
一
切
の
債
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
随
ワ
で
家
屋
殺
の
課
税
標
準
た
る
家
屋
白

賃
貸
債
格
に
、
英
に
附
帯
し
た
地
租
の
課
税
標
準
た
る
土
地
の
賃
貸
領
格
を
も
加
へ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
与
ぬ
。
調
立
の
戸
を
構
へ
ず
、
単

に
間
借
り
を
し
た
揚
令
に
は
、
其
室
た
け
の
賃
貸
債
格
を
評
定
し
て
標
準
主
し
な
け
れ
ば
ば
な
ら
ぬ
。

最古
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t命

叢

戸
数
割
に
於
け
る
調
整

第
三
十
一
巻

四

第
一
蹴

四

以
上
要
之
、
戸
数
割
は
其
性
質
、
が
人
税
で
あ
り
、
随
て
原
則
ざ
し
て
、
或
人
の
住
所
た
る
戸
に
就
い
て
其
全
能

カ
を
押
さ
ヘ
て
綜
合
統
一
的
に
謀
す
ペ
ー
き
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
貰
際
に
は
戸
さ
財
源
さ
が
異
地
方
に
亙
り
、
数
多

の
戸
を
有
つ
場
合
が
ゐ
っ
て
、
之
を
貫
徹
し
難
き
場
合
を
生
や
る
。
斯
か
る
場
合
の
潟
め
の
我
邦
現
行
規
定
に
依

る
地
方
聞
の
課
税
構
分
配
方
法
に
は
之
を
吟
味
す
る
ご
、
不
営
ざ
す

J

べ
き
も
の
が
ゐ
る
。

で
之
を
調
整
す
る
-
}
寸
」

が
、
義
務
者
の
負
措
上
か
ら
も
、
各
地
方
の
財
政
牧
入
上
か
ら
も
、
特
に
各
地
方
聞
の
均
衡
上
か
ら
も
必
要
で
あ

り
、
か
、
、
る
調
鴨
方
法
ざ
し
て
は
、
従
来
の
分
配
方
法
を
改
め
て
、
車
な
る
財
源
問
耀
仁
も
特
に
其
閥
係
所
得
の

一
竿
に
奉
加
せ
し
め
、
数
多
の
構
戸
圏
躍
の
間
に
あ
h
て
は
、
前
記
の
蔑
額
た
る
所
得
ご
、
其
他
の
有
ら
ゆ
る
所

得
さ
の
合
計
を
、
構
戸
の
債
値
の
大
さ
に
比
準
し
て
分
配
す
る
方
法
が
一
番
程
営

rざ
す
る
(
註
二
O
)
。

(
醤
ニ

O
)
数
多
目
一
構
戸
の
場
合
と
は
、
同
時
に
一
人
に
周
す
る
数
多
の
戸
の
存
ナ
る
場
令
で
あ
り
、
一
租
税
期
間
内
に
此
数
戸
の
並
存
ナ
る
場

合
で
あ
る
。
併
し
一
租
税
期
間
(
一
年
)
中
目
若
干
月
(
例
之
、
初
白
九
筒
月
)
は
単
」
白
構
戸
を
魚
し
、
残
の
月
(
一
=
筒
月
〉
は
数
多
の
戸
を
構
へ

る
が
加
害
場
合
に
は
何
う
ナ
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
。
が
其
場
合
は
初
め
の
九
箇
月
分
は
車
一
戸
と
し
て
取
扱
ひ
、
後
の

三
月
分
を
数
戸
と
し
定
取
扱
ひ
、
即
ち
一
租
税
期
間
を
分
別
し
て
慮
理
す
れ
ば
夏
ぃ
。
此
は
明
か
な
事
と
思
ふ
が
、
念
白
魚
め
に
添
へ
て
置
〈

-
次
ぎ
に
又
、
構
戸
地
の
一
方
が
戸
数
割
を
有
し
、
他
方
が
所
得
税
附
加
税
を
有
っ
と
と
が
起
る
が
、
此
場
合
に
も
英
人
の
所
得
を
木
交
の
標
準

に
よ
り
て
各
地
方
に
分
配
ナ
る
長
と
L

し
な
〈
で
は
な
b
ね。


